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諮問庁：金融庁長官 

諮問日：平成２９年９月１９日（平成２９年（行情）諮問第３７３号） 

答申日：平成２９年１２月１８日（平成２９年度（行情）答申第３９４号） 

事件名：特定会社に係る保険料ローンに関する文書の不開示決定（不存在）に

関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき，これを保

有していないとして不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２９年３月２日付け金総第１５４

３号により金融庁長官（以下「金融庁長官」，「処分庁」又は「諮問庁」

という。）が行った不開示決定（以下「原処分」という。）について，そ

の処分の取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

  本件審査請求の理由は，審査請求書の記載によれば，次のとおりである

（意見書１及び２並びに資料は省略）。 

 （１）平成２９年２月２４日を受け付けていただき，３月２日付けで金融庁

長官様より回答をいただきました。 

情報公開を行い，７日間での回答。金融庁の書類はデータによって管

理されていることが分かります。 

３月２日付けの回答は，「行政文書は保有していない」とのことでし

たが，認可に伴う日付についての回答がありませんでしたので，３月７

日関連法に基づく「約款」等が承認され，認可日と関連法は書類等が一

体となっているものと思いましたので，再度情報公開を求めました。 

情報公開の特定個人Ａは生保担当者の方だと思いますが，「探したら

あるかも」とのことで，不服審判に申し入れたらとの教示を受けました。 

※以上により，情報開示請求した特定会社Ａが貴庁に提出済み「保険

料ローン」に基づく貸金業法に伴う認可日と関係資料。特定会社Ｂ・特

定会社Ｃ・特定会社Ｄが貴庁に提出済み「保険料ローン」に基づく保険

業法に伴う認可日と関係資料。また，同保険会社３社が貴庁に提出済み

「保険料ローン」に基づく約款・契約概要・注意喚起情報は，貴庁の保

険課（生命保険課）と金融会社室に保存されていると確信していたから
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です。 

 （２）損害保険の「保険料ローン」と生命保険の「保険料ローン」は違いま

す。 

損害保険は，［自動車，火災等の事故］などの保険契約 

生命保険は，［契約者，家族，従業員の生命，傷害］の補償 

特定個人Ｂが特定会社ＢないしＤの３社と特定会社Ａ１社に質問書を

送付。４社から回答後間もなくインターネットから削除されたことにつ

いて疑念を抱いておりました。 

 （３）損害保険会社が販売していた「保険料ローン」は，最初から契約とし

て存在していないことは，平成２８年５月１７日特定国税局担当者から

の告発によって明らかになりました。 

平成２８年１２月１５日損害保険担当部署，ファイナンス担当部署に

ファックスにて送信させていただきました。（生命保険担当部署には送

付しておりません。） 

 ※生命保険会社の「保険料ローン」なる契約は，「存在していたの

か」損害保険会社と同じ「最初から存在していないローン契約」であっ

たのか。消費者が税務申告の対象とならないと国税局から指導を受ける

契約であってはならない。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

審査請求人が，平成２９年２月２３日付け（同月２４日受付）で，処分

庁に対して行った行政文書開示請求（以下「本件開示請求」という。）に

関し，処分庁が法９条２項に基づき，同年３月２日付け金総第１５４３号

で行政文書不開示決定処分（原処分）をしたところ，これに対し審査請求

があったが，以下のとおり，原処分を維持すべきものと思料する。 

１ 原処分について 

原処分は，本件対象文書については，保有していないことから不開示と

する旨の決定を行った。 

２ 原処分の妥当性について 

（１）本件対象文書について 

本件対象文書は，特定会社Ａ，特定会社Ｂ，特定会社Ｃ，特定会社Ｄ

の「保険料ローン」が認可された期日の記載された書面，保険料ローン

に基づく貸金業法に伴う認可日の記載された書面及びその関係資料，保

険料ローンに基づく保険業法に伴う認可日の記載された書面及びその関

係資料，保険料ローンに基づく「約款」，「契約概要」，「注意喚起情

報」の記載された書面であると解される。 

（２）本件対象文書の存否について 

   本件対象文書は，いずれも保険料ローンに関する書面であるところ，

審査請求人のいうところの保険料ローンは，保険料支払専用の融資を受
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ける方法で，保険会社との間で保険契約の締結を希望する顧客に対して，

貸金業者が，金銭消費貸借契約により保険料を融資する取引であって，

金銭消費貸借契約は保険契約とは別個のものである。 

   この点，保険契約に係る保険業法上の審査対象となる書類は，保険業

法４条２項２号から４号までに掲げるものがあるが，当該書類の記載事

項は，保険業法施行規則８条から１０条までにあるとおり，保険契約に

係るものであることから，保険料ローンは審査対象とはならない。また，

貸金業法上，商品の認可制は存在せず，金融庁において各保険料ローン

に関する資料は保有していない。 

   よって，保険料ローンは，そもそも認可の対象とはならないため，本

件対象文書を保有していないとして，本件対象文書を不開示とした原処

分は妥当である。 

 ３ 結語 

以上のとおり，原処分は妥当であると認められることから，諮問庁は，

これを維持するのが相当であると思料する。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２９年９月１９日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年１０月１８日    審査請求人から意見書１及び資料を収受 

   ④ 同年１１月１日     審査請求人から意見書２及び資料を収受 

   ⑤ 同月３０日       審議 

   ⑥ 同年１２月１４日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

これを保有していないとして不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，本件対象文書の開示を求め，諮問庁は，原

処分を妥当としていることから，以下，本件対象文書の保有の有無につい

て検討する。 

 ２ 本件対象文書の保有の有無について 

 （１）文書１ないし文書３について 

ア 文書１ないし文書３の保有の有無等について，当審査会事務局職員

をして諮問庁に改めて確認させたところ，諮問庁は次のとおり説明す

る。 

   文書１ないし文書３は，保険料ローンに関する文書であるところ，

審査請求人のいうところの保険料ローンは，貸金業者が，金銭消費

貸借契約により，保険料として支払うための資金を融資する取引で
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あって，当該金銭消費貸借契約は，当該保険料に係る保険契約とは

別個のものである。 

   保険契約に係る保険業法上の審査対象となる書類及びその記載事項

は，保険業法４条２項２号ないし４号及び同法施行規則８条ないし

１０条に規定されているところ，これらは保険契約に係るものであ

ることから，保険料ローンは保険業法上の審査対象となるものでは

ない。また，貸金業法上，商品の認可制は存在しないことから，保

険料ローンは，そもそも貸金業法上の認可の対象となるものでもな

い。 

したがって，金融庁においては，各保険料ローンの認可に関する資

料である文書１ないし文書３を保有していない。 

イ 以上を踏まえて検討すると，保険業法等の内容や，貸金業法上商品

の認可制が存在しないことは，諮問庁の上記アの説明のとおりであり，

本件対象文書のうち文書１ないし文書３を保有していないとする諮問

庁の上記ア及び第３の説明に不自然，不合理な点はなく，これを否定

するに足りる事情も認められない。 

 したがって，金融庁において文書１ないし文書３を保有している

とは認められない。 

 （２）文書４について 

ア 文書４の保有の有無等について，当審査会事務局職員をして諮問庁

に改めて確認させたところ，諮問庁はおおむね次のとおり説明する。 

審査請求人のいうところの「保険料ローン」の「約款」「契約概

要」「注意喚起情報」（以下「約款等」という。）については，上

記（１）のとおり，認可のために必要なものとして提出を受けるこ

とはしておらず，そのほか，これについて広く提出を求める必要も

ない。 

  もっとも，何らかの個別事情により約款等が金融庁に提出される可

能性自体は否定できないことから，金融庁の事務室内の書類棚や倉庫

を探索したが，約款等の存在は確認できなかった。 

  したがって，金融庁においては，文書４を保有していない。 

イ 文書４を保有していないとする諮問庁の上記アの説明に不自然，不

合理な点はなく，探索の範囲も不十分であるとはいえず，当該説明を

否定するに足りる事情も認められない。 

  したがって，金融庁において文書４を保有しているとは認められな

い。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人はその他種々主張するが，当審査会の上記判断を左右するも

のではない。 
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  ４ 付言 

   本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「保有してい

ない」旨記載されているところ，一般に，文書の不存在を理由とする不開

示決定に際しては，単に対象文書を保有していないという事実を示すだけ

では足りず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は

取得した後に，廃棄又は亡失したのかなど，なぜ当該文書が存在しないか

についても理由として付記することが求められる。 

   したがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照ら

し，適切さを欠くものであり，処分庁においては，今後の対応において，

上記の点について留意すべきである。 

５ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，金融庁において本件対象文書を保有している

とは認められず，妥当であると判断した。 

（第４部会） 

  委員 山名 学，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子 
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別紙 

 

１ 情報公開会社 

  特定会社Ａ 

  特定会社Ｂ 

  特定会社Ｃ 

  特定会社Ｄ 

２ 開示資料 

  開示に伴う資料は，「保険料ローン」を認可された期日（文書１） 

保険料ローンに基づく貸金業法に伴う認可日と関係資料（文書２） 

保険料ローンに基づく保険業法に伴う認可日と関係資料（文書３） 

保険料ローンに基づく「約款」，「契約概要」，「注意喚起情報」（文書

４） 

 


